
ワルシャワ日本人学校体育館及び校庭を利用される皆さんへ 
 

                                 ワルシャワ日本人学校 
学校長  中満 一幸 

 

校庭・体育館（日本人会ホール）開放の手引き 

 
 申請者が気持ちよく利用することができるよう、以下の注意事項をお守り下さい。 
 
１ 使用申請 

（１）使用申請については、使用責任者（満２０歳以上の日本人会会員）が原則として 
使用１週間前までに学校に申し出て下さい。 

（２）使用を許可された責任者は、使用料金を添えて使用願（別紙）を学校に提出して下さい。 
 
２ 使用時間・料金（校庭・体育館それぞれにおいて） 

（１）平日（月～金）15:30～16:40 ３０ＰＬＮ／時間 
 （２）休日     要相談     ３０ＰＬＮ／時間 

※上記以外の時間帯については、学校と事前相談をお願いします。 
   ※本校本科生及び保護者のみ対象の活動は、無料とします。 
 
３ 利用の流れ 

（１）利用 1 週間前までに使用願、利用料を日本人学校に提出 
（２）学校受理→使用可否連絡 
（３）当日 ①学校職員に開錠・セキュリティ解除をしてもらう 
      ②使用願に変更がないか確認後、使用 
      ③後片付け（必要に応じて消毒作業） 
      ④学校職員に施錠・セキュリティ設定をしてもらう 

 
４ 使用上の注意    

（１）器具室への立ち入りや申請された使用用具以外の利用はお控えください。 
（２）校舎、体育館、運動器具（遊具含む）等の破損のないようにご注意下さい。 

破損等が発生したときは必ず学校職員にご連絡下さい。 
（３）運動器具（遊具含む）を使用される際には、使用前に安全を確認して下さい。 
（４）近隣住民に迷惑をかけないようにご配慮下さい。 

    ○必要以上に大声を上げたり、大きな音を出したりすることがないようにご注意下さい。 
    ○隣家にボールなどが入った場合には、必ず断りを言ってその指示に従って下さい。 

（５）駐車場については、近隣の民家の前に止めないようにご配慮下さい。 
（６）できるだけきれいに使用し、使用後の後片付け・清掃をして下さい。 
（７）ゴミは必ずお持ち帰り下さい。   
（８）体育館では、黒ゴム底のシューズは、跡が残りますので使用しないで下さい。  
 ★ 感染症予防として、使用日前後の体調管理や消毒作業にご協力ください。 
 

◎施設開放中の事故やトラブルについて、日本人会および 

日本人学校は責任を負いかねますのでご了承下さい。 

                              平成２３年５月施行 
令和 ４年４月改定 



（令和  ）年  月  日 

日本人学校運営理事会 理事長様 

使用責任者               

                                                                             

日本人学校 校庭・体育館 使用願 

 

次の通り，日本人学校 校庭・体育館 の使用を申請します。 

使用目的 

場所 

 

校庭   体育館     使用場所に〇をお願いします。 

使用日時 

（令和  ）年   月   日   時   分から   

（令和  ）年   月   日   時   分まで   

使用料金          ＰＬＮ 

使用者 

団体名  使用人員 人 

代 表 者 名 

日本人会会員 

 

会員      非会員 

代表者連絡先 

（電話） 

（メール） 

使用用具

など 

 

備考 
 

確認欄 



令和  年  月  日  
ワルシャワ日本人学校  

学校長 様  
 

物 品 借 用 願  
 

借用責任者               
(団体名または所属          ) 

 
 貴校所属の下記の物品を借用したいと思いますので、御許可くださいますようお願いい

たします。なお、借用物品については、紛失や破損なきよう取り扱います。万一、紛失ま

たは破損した場合には、以下のいずれかの処置を責任を持って行うことを確約します。  
   ⑴ 貸出時の状態に修理する。  
   ⑵ 貸出物と同等の物を代替物として提供する。  
   ⑶ 貸出物と同等の物を購入するための費用を支払う。  

また、「ワルシャワ日本人学校 物品借用規定」を厳守します。  
 

記  
 

住 所  
 電話  

番号  
 

借用期間  令和   年   月   日（  ）～  令和   年   月   日（  ） 

[借用物品名・数量など ] 
 
 

使用目的   

使用場所   

 
 

 
令和  年  月  日  

              様  
 

貸 出 許 可 書  
 

ワルシャワ日本人学校 校長 印  
 
「物品借用願」に記載されている期間、その物品を貸し出すことを許可します。 
 
 
[学校記入欄 ]返却の確認  
上記「借用物品」は、令和   年   月   日貸し出し時と同じ状態で返却された。                   

（担当者           ）  



日本人会図書及びワルシャワ日本人学校図書 貸出を希望する皆さんへ 
 

                                 ワルシャワ日本人学校 
学校長  中満 一幸 

 

日本人会図書・日本人学校図書 貸出の手引き 

 
 申請者が気持ちよく利用することができるよう、以下の注意事項をお守り下さい。 
 
１ 日本人会図書コーナー（１棟１Ｆ） 
  日本人会会員が利用対象者です。 
  備え付けのノートに必要事項を記入していただき、学校が開いている時間帯に貸出、返却

をお願いします。 
  平日（月～金 ９：００～１６：００） 
  貸出期間は２週間を原則とします。 
  他、ご要望等がございましたら、学校長へご相談ください。 
 
２ ワルシャワ日本人学校図書室（１棟２Ｆ） 
  本科生及び本年度聴講生が利用対象者です。 
  平日、休業期間ともに貸出カードに記入の上、学校のきまりを守って利用します。 

教科で使用する教育図書がありますので、すべて貸出できるとは限りません。 
 

                              令和 ４年４月施行 
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